
業務No. 業務番号５

業務名称 児童保護措置費等支弁事務処理センター業務

業務フローNo. 業務フロー名称

（申請・交付決定）

年度末

（在籍報告）

【e-KAWASAKI】

「【新年度用】令和6年度川崎市社会的養護奨学給付金申請フォーム」および

「【継続用】令和6年度川崎市社会的養護奨学給付金申請フォーム」を開きます

確認したい申込番号をクリックします

添付されているファイルをダウンロードする。

「実行する処理を選択」から「審査開始」を選び、実行を押します。

二回確認のポップアップが出てくるので、全てクリックして進めます。

【必要書類】

①初年度申請

・大学等進学給付金申請書（初年度用）（第1 号様式）

・在学証明書等、申請月において大学等に在籍していることが確認できる書類

・大学等の修業年数が確認できる書類（大学等の規定やカリキュラム等）

・高等学校等を卒業した年の5 月以降に大学等に進学する者にあっては、高等学校等を卒業した日付が確認できる書類

・高卒認定試験合格者にあっては、合格した日付が確認できる書類

・請求書・支払金口座振替依頼書（口座振替払用）

・大学等進学奨学金の振込を希望する口座の通帳等の写し

②2年目以降申請

・大学等進学給付金申請書（継続用）（第２号様式）

・在学証明書等、申請月において大学等に在籍していることが確認できる書類

・請求書・支払金口座振替依頼書（口座振替払用）

・大学等進学奨学金の振込を希望する口座の通帳等の写し

③在籍報告書（年度終了後）

・大学等進学給付金在籍報告書（第5 号様式）

・在学証明書等、給付対象期間の最終月において大学等に在籍していることが確認できる書類

・授業料等に係る領収書等、授業料等を納付したことが確認できる書類

（授業料等の減免を受けている場合には、その内容を確認できる書類）

・当該期間に係る大学等進学給付金交付（不交付）決定通知書の写し

※申請後に市がご本人宛てに通知する書類です。

【書類データの保存】

ダウンロードした添付書類データを該当のフォルダに保存します。

申請者用フォルダは申請者ごとに作成します。

添付書類をすべて印刷し、クリアフォルダに入れます。

再申請があった場合、最新の申請データのみを保存

最新の申請データ以外は不備フォルダに移動

【申請書様式への転記】

e-KAWASAKIの申請データ詳細画面（申請者の方が申請時にフォームに入力した内容が一覧化された画面）

より、申請書EXCELへ転記します。

申請書EXCELを添付書類データの保存されたフォルダに保存します。

申請書EXCELを印刷し、添付書類のクリアフォルダに入れます。

【奨励金申請者一覧への入力】

初年度用申請および継続申請の申請者情報を奨励金申請者一覧へ入力

新年度申請及び継続申請の件数と奨励金申請者一覧の入力件数が一致していることを確認します。

【審査】

・給付要件を満たしているか確認

・申請書と添付書類の氏名、生年月日、住所等が一致していることを確認

・新年度用申請/継続用申請それぞれの必要書類と確認項目を確認

【不備対応】以下の2通り

①不備対応は、架電にて行う。

架電前に、疑義（不備）内容を整理してから架電する。

②疑義連絡票の作成と市へメール送信の依頼を行います。

疑義件数、疑義内容によりＳＶ判断にて、疑義連絡票を作成し、市より疑義連絡票を施設の担当者宛にメール送信を

行って頂くよう、依頼します。

使用済みの疑義連絡票は、関連ファイルが格納されいるフォルダに、施設からの回答と併せて格納しておきます。

システム/Office 備考

1-8 川崎市社会的養護給付金の給付・精算事務

事務名称 時期
住民

[窓口]

住民

[郵送]

住民

[オンライン]

事業者（園）

[窓口]

事業者（園）

[郵送]

事業者（園）

[オンライン]

年度初め～

事務処理センター 所管課 その他関係者 RPA等業務効率化ツール

届出

収受印押印

書類記入・提出 レーンを跨ぐ

フロー

レーン内の

フロー
手作業で行う作業

受理

RPA等用いた手続分岐

XXの起案

情報システム等を

用いて行う作業

システム名

システム

FAQ表確認

他の業務フロー参照
結合子

通知書送付

e-KAWASAKI

審査開始に変更 e-KAWASAKI

添付ファイル

ダウンロード

添付書類データの

保存 共有フォルダ

奨励金申請者一

覧への入力 Excel

審査

（児童ごと） Excel

書類の受領

（年度初め）

申請

（新規／継続）

申請者

（年度初め）

申請準備

申請者

申請書様式への転

記 Excel

上記作業に関して疑義

あり？はい

いいえ

不備連絡

（架電）

電話で即時確認／疑義をまとめメール送付

再申請準備

いいえ

はい

疑義連絡票要？

実施時期？

年度初め
年度末
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事務名称 時期
住民

[窓口]

住民

[郵送]

住民

[オンライン]

事業者（園）

[窓口]

事業者（園）

[郵送]

事業者（園）

[オンライン]
事務処理センター 所管課 その他関係者 RPA等業務効率化ツール

届出

収受印押印

書類記入・提出 レーンを跨ぐ

フロー

レーン内の

フロー
手作業で行う作業

受理

RPA等用いた手続分岐

XXの起案

情報システム等を

用いて行う作業

システム名

システム

FAQ表確認

他の業務フロー参照
結合子

通知書送付 書類の受領

【通知書作成（年度初め）】

概要（起案の概要書）

大学等進学奨励金交付（不交付）決定通知書（初年度用）

大学等進学奨励金交付（不交付）決定通知書（継続用）

申請者ごとに通知書を作成する。

コリーグでダブルチェック後に、SVが最終確認を行う。

【納品物】申請者事にクリアファイルに入れます。データは所定のファイルに保存します。

年度初め：

新年度:

概要

大学等進学奨学金申請書（新年度用）

在学証明書等

大学等の修業年数が確認できる書類

高等学校等を卒業した日付が確認できる書類

高卒認定資格に合格した日付が確認できる書類

通知書

継続：

概要

大学等進学奨学金申請書（継続用）

在学証明書等

通知書

【指令番号発行・通知書送付】

所管課様にて審査の結果、交付が決定すると指令番号が発行され、センターにその番号が伝えられます。

その指令番号を交付決定通知書に反映して初めて申請者に通知が送付されます。

【請求書の提出】

請求書の内容確認（日付、訂正印など不要な内容が記載れていないか）

【報告書の提出】

毎年度終了後、在籍報告書等を提出

【審査＆検査確認書の作成】

（審査）在籍報告書の必要書類と確認項目を確認

【在籍報告書等への不備対応】

「在籍証明書等に不備がある場合のメモ」欄（Ｅ列）に疑義内容を入力します。

申請者へ架電後、疑義が解消した場合、解消内容を入力します。

決定通知書作成

(初年度／継続) 共有フォルダ

（年度末）

審査・

検査確認書作成
共有フォルダ

通知書発送依頼

決定通知書送付

（発送）

決定通知書受領

申請者

請求書提出

申請者

振込手続

給付金受領

申請者

（年度末）

報告書提出

申請者

Excel

はい

疑義連絡票作成 施設へメール送信

SV最終確認

納品

（市役所15階・

児童福祉担当）

納品準備

受領

指令番号を発行

請求書の

内容確認

内容に不備あり？

あり

なし

←再提出依頼

上記作業に関して疑義

あり？はい

いいえ

不備連絡

（架電）

疑義回答・再提出

いいえ

はい

疑義連絡票作成 施設へメール送信

疑義連絡票要？

電話で即時確認／疑義をまとめメール送付
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事務処理センター 所管課 その他関係者 RPA等業務効率化ツール

届出

収受印押印

書類記入・提出 レーンを跨ぐ

フロー

レーン内の

フロー
手作業で行う作業

受理

RPA等用いた手続分岐

XXの起案

情報システム等を

用いて行う作業

システム名

システム

FAQ表確認

他の業務フロー参照
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通知書送付 書類の受領

コリーグでダブルチェック後に、SVが最終確認を行う。

【納品物】申請者事にクリアファイルに入れます。データは所定のファイルに保存します。

年度末：

検査確認書

大学等進学給付金在籍報告書

在籍証明書等

授業料等に係る領収書等

大学等進学給付金交付（不交付）決定通知書の写し

【確定通知書の送付】 

金額が申請と報告で一致した場合は、確定通知書は省略している。

一致しない場合には、差額を返してもらう必要が生まれるため、確定通知書と共に振り込み用紙を送付している。

SV最終確認

納品

（市役所15階・

児童福祉担当）

納品準備

受領

審査

（確認・承認）

確定通知書送付
確定通知書受領

精算処理

申請者

精算確定

疑義連絡票作成 施設へメール送信


